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Information

　
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
の
利
用
料
が
10
月
か
ら
無
償
化
さ

れ
ま
す
。
ま
た
「
保
育
の
必
要
性
の
認

定
」
は
保
育
課（
市
役
所
2
階
）で
受
け

付
け
ま
す
。

対
象
外
と
な
る
費
用

◦
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
…
通
園
送
迎
費
や
食
材
料
費
、

行
事
費
、
時
間
外
保
育
料
な
ど
。
た

だ
し
、
世
帯
の
収
入
な
ど
に
よ
り
食

材
料
費
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す

◦
児
童
発
達
支
援
な
ど
…
医
療
費
や
食

費
な
ど
の
現
在
実
費
で
負
担
し
て
い

る
も
の

※
手
続
き
に
つ
い
て
は
保
育
課（
☎
20
‐ 

1
6
0
7
）、
児
童
発
達
支
援
に
つ

い
て
は
障
が
い
者
福
祉
課（
☎
20
‐

1
5
3
9
）へ
。

早
め
の
接
続
を

農
業
集
落
排
水

　
市
で
は
、
農
業
集
落
排
水
事
業
を
現

在
6
地
区（
名
古
屋
、
成
井
・
地
蔵
原

新
田
、
横
山
・
馬
乗
里
、
新
田
、
堀
籠
、

奈
土
・
津
富
浦
）で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
の
地
域
に
住
ん
で
い
て
宅
内
工

事
を
済
ま
せ
て
い
な
い
人
は
、
早
め
に

指
定
工
事
店
に
施
工
を
依
頼
し
て
農
業

集
落
排
水
管
へ
の
接
続
を
し
て
く
だ
さ

い
。
す
で
に
接
続
を
し
て
い
て
使
用
人

数
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
農
政
課

へ
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1 

5
4  

2
）へ
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
を

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
・
運
用

　
防
犯
カ
メ
ラ
を
適
切
・
効
果
的
に
活

用
す
る
に
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
有
用
性

と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
の
調
和
を
図

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
市
で
は
、
最
低

限
配
慮
す
べ
き
内
容
を
ま
と
め
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
地
域
の
自
主
防
犯
活
動
と
し
て
防
犯

カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
、
ま
た
は
設

置
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
は
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、
適
切
な
設
置
運

用
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（https://w
w
w
.city.narita.

chiba.jp/anshin/page0123_ 

00006.htm
l

）へ
。

9
月
2
日
ま
で

個
人
事
業
税
の
納
付

　
個
人
事
業
税
の
第
1
期
分
の
納
期
限

は
、
9
月
2
日
㈪
で
す
。
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替

を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
4
8
3
‐
1
1
1
4
）へ
。

迷
惑
に
な
り
ま
す

違
法
駐
車

　
駅
周
辺
や
住
宅
街
な
ど
で
違
法
駐
車

が
横
行
し
、
取
り
締
ま
り
を
求
め
る
要

請
や
苦
情
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　
違
法
駐
車
は
緊
急
車
両
の
通
行
の
妨

げ
に
な
り
ま
す
。
特
に
消
火
栓
・
曲
が

り
角
・
車
庫
の
出
入
り
口
付
近
な
ど
に

駐
車
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ

う
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

10
月
か
ら
開
始
し
ま
す

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

　施設・
サービス名 対象 無償となる

利用料 条件・手続き

保育所・認定
こども園・地
域型保育事業
所

◦�3〜5歳児クラス
の児童
◦�0〜2歳児クラス
で住民税非課税
世帯の児童

全額 手続きは不要

幼稚園 満3歳から 月額2万5,700円まで
「子育てのための
施設等利用給付
認定」を受ける必
要あり＊1

幼稚園の預か
り保育

預かり保育を利用す
る児童

利用日数に応じて月額
1万1,300円まで

「保育の必要性の
認定」を受ける必
要あり認可外保育施

設など＊2

3〜5歳児クラスの
児童＊3 月額3万7,000円まで

0〜2歳児クラスで
住民税非課税世帯
の児童＊3

月額4万2,000円まで

児童発達支援
など

満3歳になって初め
ての4月1日から3年
間

全額 手続きは不要

＊1　�利用する幼稚園が子ども・子育て支援新制度に移行していない場合。申請書は
各幼稚園で配布します

＊2　�利用する施設が対象とならない場合があります。施設の確認は子育て支援課（☎
20-1538）へ

＊3　保育所などを利用せず、認可外保育施設や一時保育などを利用した場合
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加
入
方
法
＝
金
融
機
関
な
ど
に
あ
る
申

込
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
金
融

機
関
ま
た
は
委
託
事
業
主
団
体
な
ど

に
提
出

市
の
補
助
額
＝
共
済
制
度
に
加
入
し
た

月
か
ら
12
カ
月
は
掛
け
金
の
20
パ
ー

セ
ン
ト
、
13
～
60
カ
月
は
掛
け
金
の

10
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
一
人
当
た
り
年

額
1
万
2
、
0
0
0
円
が
上
限

※
く
わ
し
く
は
勤
労
者
退
職
金
共
済
機

構
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

（
☎
03
‐
6
9
0
7
‐
1
2
3
4
）へ
。

市
の
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
は
商
工

課（
☎
20
‐
1
6
2
2
）へ
。

市
指
定
工
事
店
で

排
水
設
備
の
設
置

　
下
水
道
に
ト
イ
レ
や
風
呂
、
台
所
な

ど
の
汚
水
を
流
す
た
め
に
は
、
各
家
庭

で
排
水
設
備
の
設
置
が
必
要
で
す
。

　
排
水
設
備
工
事
は
、
衛
生
上
重
要
で

あ
り
、
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
っ
て
施

工
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
工
事
は
市

指
定
工
事
店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課（
☎
20
‐
1 

5
5
3
）へ
。

一
部
の
世
帯
が
対
象

全
国
家
計
構
造
調
査

　
国
で
は
、
家
計
の
実
態
を
把
握
す
る

た
め
全
国
家
計
構
造
調
査
を
11
月
ま
で

実
施
し
ま
す
。
調
査
結
果
は
、
国
や
地

方
公
共
団
体
が
行
う
経
済
・
社
会
施
策

や
研
究
機
関
な
ど
で
行
う
消
費
・
経
済

分
析
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

調
査
の
対
象
地
区
と
な
っ
た
世
帯
に
調

査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
行
政
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
0
1
）へ
。

市
街
地
を
除
く
全
域
で
実
施

有
害
鳥
獣
の
捕
獲

　
市
で
は
、
農
作
物
に
被
害
を
及
ぼ
す

鳥
獣
の
捕
獲
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
安
全
に
努
め
て
実
施
し
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

鳥
類

実
施
日

◦
成
田
地
区
…
9
月
11
日
㈬
・
22
日
㈰
、

10
月
9
日
㈬
・
27
日
㈰

◦
下
総
・
大
栄
地
区
…
9
月
8
日
㈰
・

15
日
㈰
・
22
日
㈰
・
29
日
㈰

実
施
方
法
＝
銃
器
に
よ
る
捕
獲

獣
類

実
施
期
間
＝
3
月
31
日
ま
で

実
施
方
法
＝
箱
わ
な
・
く
く
り
わ
な
に

よ
る
捕
獲

※
天
候
な
ど
に
よ
り
日
程
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
農

政
課（
☎
20
‐
1
5
4
1
）へ
。

口
座
振
替
を
利
用
し
て

市
税
の
納
付

　
市
税
は
口
座
振
替
で
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
一
度
手
続
き
す
れ
ば
納

め
忘
れ
る
こ
と
が
な
く
、
納
付
の
た
め

に
金
融
機
関
な
ど
に
行
く
必
要
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
を
す
る
場
合
は
、
振
替
予

定
月
の
2
カ
月
前
ま
で
に
金
融
機
関
な

ど
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
納
税
課（
☎
20
‐
1 

5 

1 

9
）へ
。

責
任
技
術
者
の
登
録
更
新
を

下
水
道
排
水
設
備
工
事

　
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

の
資
格
有
効
期
限
が
令
和
2
年
3
月
31

日
の
人
に
申
請
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

登
録
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限
＝
9
月
5
日
㈭

※
く
わ
し
く
は
県
下
水
道
協
会
事
務
局

（
千
葉
市
下
水
道
経
営
課
・
☎
0 

4 

3
‐
2
4
5
‐
6
1
1
2
）へ
。

掛
け
金
を
助
成
し
ま
す

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

　
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
事

業
主
が
従
業
員
の
退
職
金
を
計
画
的
に

準
備
で
き
る
制
度
で
す
。
掛
け
金
の
一

部
を
国
と
市
が
助
成
し
て
い
ま
す（
一

部
対
象
外
あ
り
）。

制
度
の
特
色

◦
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
家
族
従
業
員
も

加
入
で
き
る

◦
掛
け
金
は
全
額
非
課
税
で
、
手
数
料

不
要

◦
社
外
積
み
立
て
型
で
管
理
が
簡
単

◦
ほ
か
の
退
職
金
・
企
業
年
金
制
度
な

ど
と
の
資
産
移
換
が
で
き
る

掛
け
金
の
種
類
＝
月
額
5
、
0
0
0
円

～
3
万
円
の
16
種
類（
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
な
ど
は
2
、
0
0
0
円
～
4
、

0
0
0
円
の
特
例
掛
け
金
で
加
入
で

き
ま
す
）

9月2日㈪

※�くわしくは①②納税課（☎20-1519）、③保険年金
課（☎20-1526）、④介護保険課（☎20-1545）へ。

①市・県民税（第2期）
②国民健康保険税（第2期）
③後期高齢者医療保険料（第2期）
④介護保険料（第2期）

今月の納期限

市 長 日 誌

出発式であいさつ（31日）

7月16日〜31日

18日 成田空港活用協議会総会

20日

レクリエーション祭
吉倉地区周辺まちづくりに係る
地区説明会
社会を明るくする運動成田市大会

22日 新勝寺・成田市懇談会

24日

千葉県反核平和の火リレー
災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給に
関する協定（成田市・成田市薬剤師会）及び災害
時の助産師による妊産婦並びに乳幼児支援に
関する協定（成田市・千葉県助産師会）締結式

25日 保健福祉審議会国民健康保険運営協議会
27日 千葉県消防操法大会
29日 自衛隊協力会総会

30日

県道成田神崎線整備促進期成
同盟総会
横芝・神崎間首都圏中央連絡
自動車道建設促進協議会総会
市民憲章推進協議会総会・感
謝状贈呈式

31日

「折り鶴平和プロジェクト」折り
鶴平和使節団・千羽鶴出発式
椿真拓選手全国小学生陸上競
技交流大会出場表敬訪問

広報なりた 2019.8.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です7
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水
、
貴
重
品
な
ど
の
非
常
持
ち
出
し

品
を
準
備
す
る

◦
地
域
の
避
難
所
や
、
一
時
的
に
利
用

で
き
る
近
く
の
集
会
所
ま
で
の
避
難

経
路
を
確
認
し
て
お
く

◦
浸
水
が
多
い
場
所
で
は
土
の
う
、
地

盤
の
弱
い
斜
面
に
は
ブ
ル
ー
シ
ー
ト

な
ど
を
前
も
っ
て
用
意
し
て
お
き
、

風
雨
が
強
ま
る
前
に
設
置
す
る

◦
植
木
鉢
や
物
干
し
竿
な
ど
風
に
飛
ば

さ
れ
や
す
い
物
は
屋
内
に
片
づ
け
、

テ
レ
ビ
ア
ン
テ
ナ
や
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

は
固
定
す
る

防
災
情
報
が
5
段
階
に

　
水
害
・
土
砂
災
害
時
に
住
民
が
適
切

な
行
動
を
取
れ
る
よ
う
、
防
災
情
報
が

5
段
階
の
警
戒
レ
ベ
ル
で
発
令
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
警
戒
レ
ベ
ル
に

よ
っ
て
取
る
べ
き
行
動
の
目
安
が
示
さ

れ
、
3
以
上
が
発
令
さ
れ
た
ら
避
難
行

動
を
開
始
し
ま
す
。

◦
警
戒
レ
ベ
ル
3
…
避
難
準
備
を
行
い

高
齢
者
な
ど
は
避
難
を
開
始
す
る

◦
警
戒
レ
ベ
ル
4
…
全
員
が
避
難
所
な

ど
の
安
全
な
場
所
に
速
や
か
に
避
難

す
る

◦
警
戒
レ
ベ
ル
5
…
す
で
に
市
内
で
洪

水
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
て
い
る
た

め
、
命
を
守
る
最
善
の
行
動
を
取
る

※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
2
3
）へ
。

家
庭
で
も
確
認
を

風
水
害
へ
の
備
え

　
夏
の
終
わ
り
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、

台
風
が
多
発
す
る
時
期
で
す
。

　
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

気
象
情
報
に
注
意
し
、
家
庭
で
の
備
え

を
進
め
ま
し
ょ
う
。

家
庭
で
の
風
水
害
に
対
す
る
備
え

◦
普
段
か
ら
雨
ど
い
や
側
溝
を
清
掃
し

詰
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る

◦
屋
根
瓦
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
外
壁
な
ど

を
点
検
し
、
雨
漏
り
の
恐
れ
が
あ
る

箇
所
は
修
理
す
る

◦
停
電
・
断
水
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

の
寸
断
や
避
難
に
備
え
て
、
懐
中
電

灯
や
携
帯
ラ
ジ
オ
、
非
常
食
・
保
存

分
別
を
心
掛
け
て

草
・
木
の
枝
の
処
分

　
草
刈
り
な
ど
で
生
じ
た
草
は
、
土
を

よ
く
落
と
し
、
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
可
燃

ご
み（
青
色
の
ご
み
指
定
袋
）と
し
て
集

積
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
樹
木
の
伐
採
な
ど
で
生
じ
た
木
の
枝

は
、
葉
を
よ
く
落
と
し
、
直
径
5
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
・
長
さ
50
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
未
満
に
切
り
、
直
径
30
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
未
満
に
束
ね
て
、
袋
に
入
れ
ず
に

集
積
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い（
1
世
帯

当
た
り
4
束
ま
で
）。

　
束
に
で
き
な
い
小
枝
は
、
青
色
の
ご

み
指
定
袋
に
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

9
月
か
ら
午
後
5
時
に

夕
焼
け
小
焼
け
の
放
送

　
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
が
正
常
に

作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、

試
験
放
送
を
1
日
2
回（
正
午
と
夕
方
）

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
夕
方
の
放
送
「
夕
焼
け
小
焼
け
」
の

時
刻
は
、
9
月
1
日
㈰
か
ら
は
午
後
5

時（
8
月
31
日
㈯
ま
で
は
午
後
6
時
）に

変
更
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
2
3
）へ
。

必
ず
中
身
を
空
に
し
て

ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
の
処
理

　
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、

ラ
イ
タ
ー
な
ど
を
ご
み
と
し
て
出
す
場

合
、
中
に
ガ
ス
が
残
っ
て
い
る
と
、
収

集
・
選
別
作
業
の
際
に
発
火
や
爆
発
す

る
恐
れ
が
あ
り
大
変
危
険
で
す
。
必
ず

中
身
を
空
に
し
て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
処
分
す
る
と
き
は
、
風
通
し
の
良
い

屋
外
で
、
引
火
す
る
物
が
な
い
か
周
囲

を
確
認
し
、
数
回
に
分
け
て
中
身
を
抜

い
て
く
だ
さ
い
。
空
に
な
っ
た
ら
、
金

属
製
の
部
分
は
金
物
・
陶
磁
器
・
ガ
ラ

ス
類（
黄
色
の
指
定
ご
み
袋
）、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
部
分
は
可
燃
ご
み（
青
色

の
指
定
ご
み
袋
）と
し
て
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

放射線量測定結果
　7月に測定した次の場所は、放射線量が除染目標値（0.23
マイクロシーベルト/時）以下でした。
測定場所＝市役所、下総・大栄支所、大清水大気測定局（遠
山中敷地内）、幡谷大気測定局（久住体育館隣）
※詳細は、市ホームページ（https://www.city.narita.chiba.
jp/anshin/page113900.html）に掲載しています。くわし
くは環境対策課（☎20-1532）へ。

農産物などの放射性物質検査の結果
　7月に検査した次の品目は、放射性物質が基準値以下でした。
検査品目＝小麦、シロウリ、ナシ
※詳細は、市ホームページ（https://www.city.narita.chiba.�
jp/anshin/page164300.html）に掲載しています。くわし
くは農政課（☎20-1541）へ。
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